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１ はじめに 

（１）概要 

  新型コロナウイルス感染症に対して、感染拡大を防止し市民の生命及び健康を守るた

め、その対策に取り組みながら、社会経済活動との両立を図っていくことが求められて

いる。 

  新型コロナウイルスワクチン接種（以下「コロナワクチン接種」という。）については、

予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）附則第７条第１項により同法第６条第１項の規定

による予防接種とみなして行われる新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナ

ウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対

して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限

る。以下同じ。）の「臨時接種」に該当することから、国の主導のもと、接種事務を円滑

に行うことにより、個人の発病又はその重症化を予防し、併せてこれによりその蔓延の

予防に資することを目的とし実施する。 

  実施に当たり、国や都、市医師会との連携のもと、円滑な接種が行われるよう、「新型

コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」等、国が示すガイドライ

ン等を踏まえ、住民接種における実施計画の策定等の基本的な考え方、実施体制の構築

等について示す。 

  なお、本計画は、実施体制の状況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

 

（２）基本的な考え方 

  新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「ワクチン」という。）については、

現在、開発が進められており、国の主導的役割、都道府県の広域的視点による市町村支

援の役割、住民に身近な市町村の役割と、それぞれの立場・役割に応じて、必要な体制

の確保に取り組んでいくこととされている。 

  コロナワクチン接種に当たっては、当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、そ

の供給も順次行われる見通しであること、新たな技術を活用したワクチンの開発が進め

られており、ワクチンによっては特殊な流通方法が必要であると考えられること等から、

ワクチンの供給量及び性質に応じて効率的に接種できる体制を構築する必要がある。 

  また、住民接種が行われる際には、円滑に実施できるよう、市医師会や医療機関、高

齢者施設等と十分協議し、実施体制を構築する。 
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【事業概略】 
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２ 実施体制について 

（１）実施期間 

  令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

※追加接種は令和３年１２月１日から令和６年３月３１日まで 

 

（２）接種対象者 

  コロナワクチン接種は、厚生労働大臣が接種の指示を行う際に対象者を指定すること

となる。この対象者について、原則、居住地において接種を受けられることとし、接種

を受ける日に、住民基本台帳に記録されている者を対象として行う。なお、医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 9145 号。

以下「医薬品医療機器等法」という。）に基づくいわゆる薬事承認において接種の適応と

ならない者は、接種の対象から除外する。 

  また、接種日に、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されて

いないやむを得ない事情があると市長が認める者についても、当該者の同意を得た上で、

接種を実施する。 

 

【接種対象者の分類（令和５年９月１日時点）】 

総人口 259,931 

65歳以上 58,413 

60～64歳 14,838 

50～59歳 42,510 

40～49歳 39,115 

30～39歳 30,838 

20～29歳 29,991 

12～19歳 19,504 

11歳以下 24,722 

（内訳） 

医療従事者等 7,800 人 総人口の３％ 

基礎疾患を有する者 
16,３７０人 総人口の 6.3％（20～64歳の場合） 

12,7４０人 総人口の 4.9％（20～59歳の場合） 

高齢者施設等の従事者 3,900人 総人口の 1.5％ 

 
 

（３）初回接種（１・２回目接種） 

  接種を行う期間は、令和３年（2021年）２月 17日から令和６年（2024年）３月 31日

までです。 

（４）第一期追加接種 ※令和５年３月３１日で終了 
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第１期追加接種については、 初回接種の完了から一定期間経過した者を対象に、１回

行うことする。また、以下の環境下で初回接種に相当する注射を受けた者についても、追

加接種の対象者とする。ただし、いずれも日本で承認されている新型コロナワクチンを

接種している場合に限る。 

□海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業における２回の接種 

□在日米軍従業員接種における２回の接種 

□製薬メーカーの治験等における２回の接種 

□海外における２回の接種 

 

（５）第二期追加接種 ※令和５年３月３１日で終了 

第二期追加接種については、 第一期追加接種の完了から初回接種の完了から一定期間

経過した者のうち①６０歳以上の者 ②基礎疾患を有する者 ③重症化リスクが高いと

医師が認める者 ④医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を対象に、１回行うことす

る。 

また、以下の環境下で初回接種に相当する注射を受けた者についても、追加接種の対

象者とする。ただし、いずれも日本で承認されている新型コロナワクチンを接種してい

る場合に限る。 

□海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業における２回の接種 

□在日米軍従業員接種における２回の接種 

□製薬メーカーの治験等における２回の接種 

□海外における２回の接種 

 

（６）令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）  

※令和５年５月７日で終了 
オミクロン株対応ワクチン接種については、初回接種、第１期追加接種または第２期

追期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの完了から一定期間経過した者を対
象に、１回行うこととする。なお、オリジナル株に係る注射であって、初回接種、第１期
追加接種または第２期追加接種に相当する注射を受けた者についても、オミクロン株対
応ワクチン接種の対象者とする。 

 

（７）令和５年春開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）  

※令和５年５月８日から開始 

※令和５年９月１９日で終了 

令和５年春開始接種については、初回接種、第１期追加接種または第２期追期追加接

種、令和４年秋開始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの完了から一定期間経過

した者のうち①６５歳以上の者 ②基礎疾患を有する者 ③重症化リスクが高いと医師

が認める者 ④医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を対象に、１回行うことする。 
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【基礎疾患を有するもの】 

【12～18歳未満の者】 

以下の病気や状態の方で、通院／入院している方 

・慢性呼吸器疾患 

・慢性心疾患 

・慢性腎疾患 

・神経疾患・神経筋疾患 

・血液疾患 

・糖尿病・代謝性疾患 

・悪性腫瘍 

・関節リウマチ・膠原病 

・内分泌疾患 

・消化器疾患・肝疾患等 

・先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態 

・その他の小児領域の疾患（高度肥満、早産児、医療ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害）  
【18歳以上の方の場合】 

1.以下の病気や状態の者で、通院／入院している者 

・慢性の呼吸器の病気 

・慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

・慢性の腎臓病 

・慢性の肝臓病（肝硬変等） 

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又はほかの病気を併発している糖尿病 

・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

・免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） 

・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

・免疫異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

・染色体異常 

・重症心身障害（重度の技師不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 

・睡眠時無呼吸症候群 

・重い精神疾患（精神疾患の治療のために入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又

は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持して

いる） 

2.基準（BMI30以上）を満たす肥満の者 

 
（８）令和５年秋開始接種（オミクロン株 XBB1.5対応１価ワクチン接種） 

※令和 5年 9月 20 にから開始 
   令和５年秋開始接種については、初回接種、第１期追加接種または第２期追期追加接
種、令和４年秋開始接種、令和５年秋開始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの完
了から一定期間経過した者を対象に、１回行うことする。 
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（９）接種方法 

  接種方法は集団接種と 

個別接種を併用する。 

 

 

 

（10）接種会場における感染防止対策 

  接種会場において感染症が拡大することのないよう、時間ごとの予約枠の設定、被接

種者の動線の検討、定期的な換気等により、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策

（３密対策等）を講ずる。 

 

（11）接種券の発行 

  接種券については、住民基本台帳に記載されている者のうち、データ抽出の基準日から発

送を行うまでの間に、住民基本台帳から消除された者を可能な範囲で抜き取り処理を行い発

送する。また、各発送区分のデータ抽出の基準日から発送期間の末日までの間に転入等

の事由により、住民基本台帳に新たに記載された者であって、当該区分に該当する者の

うち、接種券等を送付していない者について、追って接種券等を発送する。 

 

  ア 初回接種 

   ①送付物 資料１初回接種券一式 

□接種券 

□予診票 

□案内通知 

□封筒 

   ②発送スケジュール 

     最終接種から3か月程度を経過する者に送付する。 

イ 追加接種 

  原則、接種可能月の前月末に発送する。 

   ①３回目接種送付物 資料２接種券一式 

□接種券付き予診票 

□案内通知 

□封筒 

   ②４回目接種送付物 資料３接種券一式 

□接種券付き予診票 

□案内通知 

□封筒 

医療機関での接種

訪問接種
個別接種

集団接種（集団接種会場での接種）

施設内接種（入院患者や施設入所者等）

住民接種
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   ③５回目接種送付物 資料４接種券一式 

□接種券付き予診票 

□案内通知 

□封筒 

   ④６回目接種送付物 資料５接種券一式 

□接種券付き予診票 

□案内通知 

□封筒 

⑤７回目接種送付物 資料６接種券一式 

□接種券付き予診票 

□案内通知 

□封筒 

 

（12）住民票所在地以外での接種 

  コロナワクチン接種者については、原則、住民票所在地で接種を行うこととしている

が、やむを得ない理由がある場合は住民票所在地以外での接種が認められる。 

  住民票所在地以外で接種を受ける者（以下「住所地外接種者」という。）は、原則、接

種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うこととするが、一部の対象者

については、接種を受ける際に医師に申告を行うこと等により、申請を省略することと

する。 

 

【住所地外接種対象者（当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る。） 】 

事前の届出が必要な者 

出産のために里帰りしている妊産婦 

単身赴任者 

遠隔地へ下宿している学生 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 

その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者 

届出を省略することができる者 

入院・入所者 

基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 

副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 

国や都道府県の設置する大規模接種会場で接種を受ける場合 

職域単位（企業、大学等）で行う接種を受ける場合 

市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 

災害による被害にあった者 

拘留又は留置されている者、受刑者 

住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者 

 

ア 事前申請の方法 
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    住所地外接種者は、原則接種を行う市町村に事前に郵送申請、窓口申請、WEB申請

のいずれかの方法で届出を行うこととする。 

資料６－１住所地外接種届け   

資料６－２住所地外接種届出済証 

① 郵送申請 

    住所地外接種者は、「住所地外接種届け」を記載し、接種券の写し（コピー等）及

び返信用封筒を添付して郵送する。市は、「住所地外接種届け」を郵送により受理し

た場合、記載内容の確認後、住所地外接種届出済証を郵送により交付する。 

②  窓口申請 

    住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接

種届け」及び「接種券（又は接種券の写し）」を提出する。市は、内容を確認後、住

所地外接種届出済証を申請者に交付する。申請時に、接種券（原本）が提出された

場合は、写しをとり、接種券を本人に返却する。 

③  ＷＥＢ申請（厚労省ＷＥＢサイトを用いる場合） 

    住所地外接種者は、厚労省が設けるＷＥＢサイト上で、接種を希望する医療機関

等の所在地の市町村に対し住所地外接種届けを提出する。申請内容に基づき、市は

住所地外接種届出済証を申請者にＷＥＢサイト上で交付する。 

 

  イ 申請受付期間 

    住民票所在地以外での接種の申請受付期間は、住所地外接種者が接種を受けるこ

とができる期間とする。 

 

（13）接種費用 

  コロナワクチン接種費用の自己負担は無料であり、費用負担割合は国１０/１０である。 

 

（14）接種記録 

  市は、接種券等の発券・送付後の状況を管理するとともに、予防接種台帳を作成し、

予防接種法施行令第６条の２や文書管理規則等に従い、５年間管理・保存する。 

医療機関等においては、対象者の診療録とともに予診票の控えを保管するものとする。

その取扱いについては、診療録に準ずるものとし、原則として５年間保存する。 

 

（15）費用請求支払 

  コロナワクチン接種に係る費用については、原則住民票所在地の医療機関等で接種を

行うことから、医療機関等が直接市町村へ請求するものとする。市と接種実施医療機関

等とは、東京都に契約の締結に関する委任を行い、集合契約の形で契約を行う。 

  一方、やむを得ない事情により、住民票所在地以外の医療機関等で接種を行った分の

請求支払について、各都道府県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）及び
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国民健康保険中央会を代行機関とする。市と国保連との間の契約については、東京都に

本契約に係る権限を委任する。 

【予診票回収から電子化までの流れ】 

 

（1）ワクチンの供給 

  ワクチンの供給に当たっては、国が製造販売業者から一括購入し、ワクチン接種円滑

化システム（以下「Ｖ－ＳＹＳ」という。）を用いて配分調整される。供給を担当する製

造販売業者や卸業者により事前に市が指定した場所に納品される。 

  市はＶ－ＳＹＳを用いて、周期的に割り当てられたワクチン量を確認し、接種会場へ

分配する。また、集団接種実施時には接種会場情報の登録、予約状況の更新、接種実績

の報告等も併せて行う。 

  当面、確保できるワクチンの量に限りがあることから、ワクチンの取り扱いには十分

に留意するとともに、１バイアル当たりの接種人数の倍数になるように予約枠を設ける

等、ワクチンロスが極力少なくなるように努める。 

【ワクチンの分配・流通経路】
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（17）交互接種 

新型コロナワクチンの初回接種については、原則として、同一の者には、同一のワク

チンを使用するが、接種後に重篤な副反応を呈したことがある場合や以下に示す「必要

がある場合」には、１回目に接種した新型コロナワクチンと異なる新型コロナワクチン

を２回目に接種すること（交互接種）ができる。交互接種をする場合においては、１回

目の接種から２７日以上の間隔をおいて２回目の接種を実施すること。 

なお、追加接種については、初回接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、薬事承

認されたワクチンでの接種が可能である。 

 

  【初回接種において交互接種の必要がある場合】 

・接種対象者が１回目に接種を受けた新型コロナワクチンの国内の流通の減少や転居等により、 

当該者が２回目に当該新型コロナワクチンの接種を受けることが困難である場合 

・医師が医学的見地から、接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチンと同一の新型コ

ロナワクチンを２回目に接種することが困難であると判断した場合 

 

（18）市民への情報提供及び相談受付 

  市民に対して、接種開始時期や接種会場等について、接種券等の個別通知や広報紙、

ホームページ等により情報提供するとともに、コールセンターを設置し相談に応じる。 

  コールセンターは、平日の９時から１７時まで、第２・４土曜日の午前９時から１２

時まで稼働する。 

  府中市新型コロナワクチンコールセンター TEL：０５７０－０４２－５６７ 

 

（19）健康被害救済の申請受付及び給付 

  予防接種法に基づくコロナワクチン接種を受けた者に接種を受けたことによると考え

られる健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済給付の申請を受け付け、

必要な調査等を行うとともに、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚

生労働大臣が認定したときは、救済給付を行う。また、救済給付に係る費用は、同法附

則第７条第３項の規定により、国が負担する。 

 

（20）予防接種後副反応疑い報告書 

  医師が予防接種法施行規則第５条に規定する症状（報告基準参照）を診断した場合は、

速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に FAX（０１２０－１７６－１４６）に

て報告するとともに、市に報告する。 

 

資料７予防接種後副反応疑い報告書 
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３ 集団接種 

（１）実施会場及び実施期間 

  第一会場 

・府中市市民活動センター「プラッツ」５階 

・令和３年５月１４日から同年８月５日まで 

 

  第二会場 

・フォーリス３階 

   ・令和３年６月２１日から同年１２月３１日まで 

 

  第三会場 

・府中市保健センター 

   ・令和３年９月２１日から同年１１月２８日まで 

 

第四会場 

・府中市市民活動センター「プラッツ」５階 

・令和４年１月２０日から 

 

 事務局 

    事務局は福祉保健部健康推進課に設ける。また、集団接種実施日はコールセンタ

ーを臨時稼働し、キャンセル等に対応する。 

 

【集団接種当日の流れ】 

 
 

（２）会場レイアウト：例 

   第一会場 

    一日当たり少なくとも 46名の従事が必要となる。 

市 

施設管理者 １名 

事務 １７名（統括２名を含む） 

看護職 ８名（統括２名を含む） 
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市 医 師 会 
医師 ９名 

看護職 ８名 

市薬剤師会 薬剤師 ２名 

警 備 警備員 １名（接種終了後の会場警備） 

 

【接種会場レイアウト及びフロー】 

 

  
 

執務者 他課 健課 役割内容 

入
口
検
温 

第
一
受
付 

【事務：３人】 2 １ ・予約時間の確認  
   ・入場前に検温、体調確認 

    ・診査票確認（被接種者自署） 

第
二
受
付 

【事務：３人】 ２ １ ・持ち物（接種券・予診票）の確認 

    ・本人確認 

    ・番号札の配布 

    ・皮膚赤外線体温計で検温し、予診票に記入 

 ※すべてのエリアにおいて椅子の消毒が必要 
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→37.5度以上ある場合は、腋窩体温計で再度検温。再度

計測しても 37.5度以上ある場合は、予約取り直しを案

内。（看護職対応） 

予
診
待
ち 

【事務：１人】 １  ・接種チェックリストの聞き取り 

【看護職：1人】  1 ・予診への誘導 

 
   ・接種不可の方への対応 

予
診 

【医師：５人】   ・予診（看護師：予診介助） 

【看護師：５人】   ・接種チェクリストの確認 

   ・経過観察 30分の判断 

接
種
待
ち 

【事務：２人】 2  ・予診票の確認 

    ・接種まち、接種ブースへ誘導 

薬
剤 

【薬剤師：２人】   ・ワクチン準備、管理 

    ・準備できたワクチンを接種ブースに運搬 

接
種 

【医師３人】   ・接種（看護師：接種介助） 

【看護師：３人】   ・チェックリストを確認し、☑のある場合はベッドでの接種

ブースにて臥位で接種。 

【看護師：２人】 2  ・実施後、被接種者の体調の確認・観察し、経過観察ブース

へ案内。  
 

  ・体調不良者が出た時には、救護室に運び、経過観察医師

に引き継ぐ。 

経
過
観
察 

【医師：１人】   ・経過観察へ誘導（30分後の被接種者は、救護側の椅子

を案内) 

【事務：２人】 ２  ・体調の経過観察 

【看護師：2人】 1 １ ・体調不良者への対応 
   ・経過観察終了時間の声かけ、予約へ誘導 

    ・経過観察終了時間の記入 

救
護 

看護師：１名 １  ・臥位接種後の対応 

   ・安静室の経過観察対応 

   
・救急対応時には、救護看護師と経過観察医師、経過観察

看護師の計３名で対応手順書に沿って対応。 

   ・搬送時には「荷さばき用エレベーター」を使用 

済
証
発
行 

【事務：２人】 ２  ・ロットシールを接種券と予診票に貼付 

   ・済証に日付と接種場所を記入 

   ・ワクチン接種券を予診票に貼付 

最
終
確
認
・予

約 

【事務：２人】 2  ・バインダー回収 

    ・済証の確認 

    ・予診票の最終確認 

    ・予診票（本人控え）、接種券の返却 
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第二会場 

    予約人数に応じて必要な人員を配置する。 

市 施設管理者 １名 

委託事業者 

医師 ３名以上 

看護職 ６名以上 

事務職 １５名以上 

 

【接種会場レイアウト及びフロー】 

 

    フローについては、第一会場と同様の内容となる。なお、予診から経過観察までを「予防接種ス

ペース」において対象者が移動することなく完了する。「予防接種スペース」はオープンスペース

であることから、予診や接種に配慮が必要な場合については、「問診スペース」及び「プライベート

ルーム」で対応する。 

 

   ・出口へ誘導 

    【２回目の接種がある場合】 

    ・2回目の予診票を渡す 

    【予診のみ（接種できない者）の場合】 

    ・予診のみ券を予診票に貼付、回収 

    ・接種券の返却 

    ・新しい予診票を渡す 

統
括 

施設管理者 1   

事務統括  ２  

看護職統括  ２  



- 15 - 

 

（３）必要物品 

  接種会場における必要物品については、予約状況等を勘案しながら計画的に購入して

いく。なお、ワクチン及び接種するための注射針・シリンジ（注射筒）は、国から供給

される。 

  接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん

等の重篤な副反応がみられた際に、応急治療ができるための救急処置用品として、血圧

計、静脈路確保用品、輸液、エピネフリン・抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質

ステロイド剤等の薬液、喉頭鏡、気管チューブや蘇生バック等が必要であることから、

薬剤購入等に関しては市医師会等と協議の上、物品や薬剤の準備を行う。 

 

【基本的な物品設営】 

① 設営に関するもの 

パーテーション 養生テープ 

バインダー 各種掲示物 

番号札 手指消毒アルコール 

日付印 冷蔵庫 

筆記用具 等 

② 接種に関するもの 

非接触体温計 ワクチン（国から供給） 

腋窩体温計  接種用針・シリンジ（国から供給） 

舌圧子  メディカルペール 

血圧計 グローブ 

聴診器 ガウン 

ペンライト フェイスガード 

トレイ 予約管理簿 

消毒用アルコール綿 ２回目用予診票 

チューシャバン 各種配布物 

希釈用針・シリンジ 等 

③ 救急対応に関するもの 

AED 喉頭鏡 

輸液セット 気管チューブ 

蘇生バッグ エアウェイ 

心電計 バイトブロック 

パルスオキシメーター スタイレット 

聴診器 開口器 

血圧計 潤滑ゼリー 

消毒用アルコール綿 固定用テープ 

ディスポーザブル注射器 ドーナツ枕 
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アドレナリン 酸素ボンベ関係 

ジアゼパム静注・座薬 救急カート 

ヒドロコルチゾン 点滴台 

ソリタ（ソルデム） ストレッチャー・車いす 

酸素ボンベ関係 等 

 

（４）実施方法 

  ア 事前準備 

① 市は、Ｖ－ＳＹＳを用いてワクチンの希望量を登録し、入荷量を確認する。 

② 市は、ワクチンの入荷量に応じて予約を開始する。 

③ 被接種者は、市コールセンターまたはＷＥＢ予約システムにて１回目の接種日時を

予約する。 

④ 市は、予約者数に応じてワクチンを管理する。ワクチンは必要量を接種実施日当日

に接種会場へ運搬する。 

 

  イ 接種当日 

① 被接種者は、接種会場に「接種券」、「予診票」及び「本人確認書類（運転免許証、

被保険者証等）」を持参して受診する。 

② 接種会場では、まず検温を行い、その後本人確認等を行う。２回目以降の接種の場

合は「接種済証」を確認し、ワクチン種別を確認する。 

③ 医師は、記入された「予診票」及び２回目以降の接種の場合は「接種済証」を元に、

問診、視診、聴診等の診察を行い、結果を「予診票」の医師記入欄に記入し、「予診

票」中段の「可能・見合わせる」のいずれかに☑をし、その旨を被接種者に説明す

る。また、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について説明し、

署名又は記名押印する。 

④ 被接種者は、接種を受ける。 

⑤ 接種後、「接種済証」及び「予診票」にワクチンロット番号、接種量、実施場所、医

師名、接種年月日等を記入する。 

⑥ 経過観察後、被接種者は「接種券」、「予診票（本人控え）」受け取る。１回目の

接種の場合は、２回目に使用する「予診票」を受け取り終了となる。 

 

  ウ 事後処理 

    接種終了後、Ｖ－ＳＹＳを用いて実績報告する。 

 

（５）接種不適当者及び要注意者 

  予診の結果、異常が認められ、予防接種を受けることが適当でない者又はそれに該当

する疑いのある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、

精密検査を受けるよう指示すること。 
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  ア 接種不適当者 

□ 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で、新

型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う必要がないと認められる者 

□ 明らかな発熱を呈している者（通常３７．５℃以上の発熱をいう。） 

□ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

□ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィ

ラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

□ 上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

 

  イ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者 

    予防接種の判断を行うに際して注意を要する以下の者については、被接種者の健

康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づ

く同意を確実に得ること。また、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、

慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹

介する等の対応をとる。なお、基礎疾患を有する者等については十分な予診を行い、

基礎疾患の状況が悪化している場合や全身状態が悪い者等については、接種の延期

も含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する。 

□ 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発育障害等の基礎疾患を有

する者 

□ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギ

ーを疑う症状を呈したことがある者 

□ 過去にけいれんの既往のある者 

□ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者が

いる者 

□ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

□ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用

する際の、ラテックス過敏症のある者 
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４ 個別接種 

（１）実施会場 

  市が指定した市内協力医療機関を個別接種会場とする。なお、同一年齢に対して接種

可能ワクチンが複数並行して供給される場合、各医療機関で取り扱うワクチンは原則１

種類とする。 

 

（２）個別接種会場開設予定 

  個別接種会場は、国から支給されるディープフリーザーが設置されている会場を「基

本型接種施設」、基本型接種施設からワクチンを移送して使用する会場を「サテライト型接

種施設」とする。 

 

 

 

【ファイザー社ワクチンに関する基本型接種施設とサテライト型接種施設の関連】 

 

 

（３）ワクチンの配送 

  ワクチンは選定された地域担当卸が配送する。ただし、ファイザー社ワクチンについ

ては、地域担当卸ではなく国の指定した配送業者が納品する。 

  ファイザー社ワクチンは基本型接種施設に納品されるため、サテライト型接種施設へ

の移送する必要がある。ワクチンを安全に移送するため、ワクチン拠点（接種を行わな

い基本型接種施設）を設置し、サテライト型接種施設へ移送するシステムを構築する。 

 

【地域担当卸が配送するもの】  
ファイザー社 モデルナ社 

ワクチン × 〇 

注射針、注射筒 〇 〇 

 

 

 

 

 

【10 週間】 
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【ファイザー社ワクチンの移送システムイメージ】 

 
 

（４）Ｖ－ＳＹＳへの登録及び使用 

  各協力医療機関はＶ－ＳＹＳに登録し、ワクチン入手希望量の登録や配送状況を確認

する。 

【医療機関の業務フロー（概要）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実施方法 

  市は、協力医療機関に対し、説明会開催やマニュアル配布等により、ワクチン接種の

体制確保を行う。個別接種会場は、市の指示に従い接種を実施する。 
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ア 事前準備 

① 各協力医療機関は、ワクチンの希望量を登録し、入荷量を確認する。 

 基本型接種施設：Ｖ－ＳＹＳを使用／サテライト型接種：ワクチン拠点と調整 

② 各協力医療機関はワクチンの入荷量に応じて予約を開始する。 

③ 予約受付時には、当日持参するもの等、必要な案内を行う。また、２回目の接種ま

たは追加接種の場合は、接種日・ワクチン種類等接種履歴を必ず確認する。 

④ 各協力医療機関は、予約者数に応じてワクチンを管理する。 

 

  イ 接種当日 

① 被接種者は、各協力医療機関に「接種券」、「予診票」及び「本人確認書類（運転

免許証、被保険者証等）」を持参して受診する。 

② 各協力医療機関では、接種券と本人確認書類（運転免許証、被保険者証等）にて本

人確認等を行う。２回目以降の接種の場合は「接種済証」を確認し、ワクチン種別

及び接種間隔を確認する。 

③ 医師は「予診票」及び２回目以降の接種の場合は「接種済証」を元に、問診を行い、

結果を「予診票」の医師記入欄に記入し、「予診票」中段の「可能・見合わせる」の

いずれかに☑をし、その旨を被接種者に説明する。また、予防接種の効果、副反応

及び予防接種健康被害救済制度について説明し、署名又は記名押印する。 

④ 被接種者は、接種を受ける。 

⑤ 接種後、「接種済証」及び「予診票」にワクチンロット番号、接種量、実施場所、医

師名、接種年月日等を記入する。 

⑥ 経過観察後、被接種者は「接種済証」を受け取る。 

 

  ウ 事後処理 

① 予診票を複製し医療機関控えを作成する。 

② Ｖ－ＳＹＳを用いて実績報告する。 

 

（６）接種不適当者及び要注意者 

  「３．集団接種（５）」に同じ（１６ページ）。 

 

（７）訪問接種 

  各協力医療機関は、被接種者からの申し出により訪問接種の日時を決定する。なお、

訪問診療を行った際にコロナワクチン接種をした場合は、訪問診療での保険請求とコロ

ナワクチン接種の請求を同時に請求して差し支えない。 
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５ 施設内接種 

 市は、管内の高齢者施設等を把握し、施設に対して接種体制等の説明を行う。説明を受

けた施設は、定期の予防接種の実施体制を基本としながら、接種場所の検討を行う。 

 施設入所者については、住所地外接種に該当する者も少なくないと考えられることから、

住民票所在地の自治体が発行する接種券の入手方法の説明が必要である。また、効率的に

施設内接種を実施するため、接種開始前までに入所者または家族等に対する予防接種に関

する必要な事項についての説明、ワクチンの必要量の確認及び接種医の調整・巡回接種の

検討等を行う必要があることから、施設との連携を強化するとともに、必要情報を高齢者

施設から市へ報告するように依頼する。 

 

【報告事項（例）】 

□当該施設での接種予定者数（優先接種に該当する従事者が同時期の接種を希望する場合は、そ

の数を含む） 

□嘱託医等の所属医療機関が接種実施医療機関等に該当しない場合における当該施設内での接種

を希望する施設 

□当該施設内での接種を要するものの、訪問可能な接種実施医療機関等の確保が困難な施設 

 

 なお、施設の嘱託医等が、接種実施医療機関に該当しない場合は、市が市医師会と相談

し、接種医の調整を行う。 
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６ ワクチン各論 

【オミクロン株対応ファイザー社コロナウイルス（SARS-CoV-2）ＲＮＡワク

チン】（ＸＢＢ．１．５の 1価ワクチン） 

 

（１）対象者 

初回接種および追加接種を受ける日に１２歳以上の者。 

 

（２）接種方法 

ア 初回免疫として、1回０．３ｍｌを合計２回、通常３週間の間隔で接種する。やむ

を得ず交互接種を行う場合は、２７日以上の間隔をおくこと。 

イ 追加免疫として、1回０．３ｍｌを接種すること。 

初回接種、第一期追加接種、第二期追加接種、令和４年秋開始接種、令和５年春開

始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの完了から３か月以上の接種間隔をおい

て行うこと。 

前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として１３日以上の間隔をおくこ

ととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。 

   ※インフルエンザワクチン予防接種を除く 

 

（３）接種液の用法 

冷蔵庫（２～８℃）で解凍する場合は、解凍後１０週間以内に使用する。室温で解凍す

る場合は、解凍開始から２４時間以内かつ一度針をさしたものは、２２～３０℃で保存

し、１２時間以内に使用する。解凍後は再冷凍しないこと。 

操作時には白色の均一な液になるまでゆっくりと転倒混和すること。振り混ぜないこ

と。解凍の際は、室内照明による曝露を最小限に抑え、直射日光及び紫外線が当たらない

ようにすること。 

 

【オミクロン株対応モデルナ社コロナウイルス（ SARS-CoV-2）ＲＮＡワクチン】 

（ＸＢＢ．１．５の 1 価ワクチン） 

（１）対象者 

接種を受ける日に１２歳以上の者。 

 

（２）接種方法 

ア １回筋肉内に注射するものとし、接種量は、０．５mL とすること。なお、希釈は
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不要であることに注意すること。 

イ 初回接種、第１期追加接種、第２期追加接種、令和４年秋開始接種、令和５年春開

始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの完了から３か月以上の接種間隔をお

いて行うこと。 

前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として１３日以上の間隔をおくこ

ととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。 

   ※インフルエンザワクチン予防接種を除く 

 

（３）その他 

 初回免疫には使用できない。 


